
■架構の基本型

木造住宅の設計では、敷地条件や住
み手の要求に応える最適な架構（軸
組み）を選び出すことが大切です。
一見多様に見える木造住宅も、架構

に注目すれば梁間2間、3間、4間
など、幾つかの限られた基本型に分
類されます。ほとんどの住宅はこの
基本型に下屋（付属部分）を付け加
えたり、それを組み合わせたりしな
がら建てられています。「れいほく
規格材」はこうした基本型に適合し
やすい寸法になっているので、無駄
のない架構（軸組み）をつくること
ができます。

2間 3間 4間

2.木造住宅の計画は
フレーム（基本構造体）選びから

下屋

基本構造体

下屋
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2間フレーム 3間フレーム 4間フレーム

柱
・梁間、桁行き方向とも、
　2間間隔で通し柱を立てる。

・梁間、桁行き方向とも、
　2間間隔で通し柱を立てる。

・中心部桁行き方向に通し柱（6寸角）
　を2間間隔に立てる。
・外周部に通し柱を2間間隔に立てる。

2階床組み
・4m材が使用できる。 ・梁間方向は6m材、桁行き方向は

　4m材が使用できる。
・梁間、桁行き方向とも、4m材が
　使用できる。

小屋組み

・梁間方向は4m、5m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を
　継いで使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から
　15cm程度離れた位置に設ける。
・支点となる柱から
　1間以上持ち出したところには
　継ぎ手を設けない。

・梁間方向は6m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を
　継いで使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から
　15cm程度離れた位置に設ける。
・支点となる柱から
　1間以上持ち出したところには
　継ぎ手を設けない。

・梁間方向は4m、5m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を継いで
　使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から15cm程度
　離れた位置に設ける。
・支点となる柱から1間以上持ち出した
　ところには継ぎ手を設けない。

平面モジュール

・規格寸法の4m、5m、6m材で
　関東間、四国間、
　メートルモジュールに対応可能。

・規格寸法の4m、5m、6m材で
　関東間、四国間、
　メートルモジュールに対応可能。
　但し、小屋梁を渡りアゴとした場合、
　四国間とメートルモジュールでは
　規格外寸法が必要になる。

・規格寸法の4m、5m、6m材で
　関東間、四国間、
　メートルモジュールに対応可能。

■3種類のフレーム
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１．柱
・梁間、桁行き方向とも、2間間隔で通し柱を立てる。

２．2階床組み
・4mが使用できる。

３．小屋組み
・梁間方向は4m、5m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を継いで使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から15cm程度離れた
位置に設ける。

・支点となる柱から1間以上持ち出したところには
継ぎ手を設けない。

４．平面モジュール
・規格寸法の4m、5m、6m材で関東間、四国間、
メートルモジュールに対応可能。

《2間フレームの考え方》
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１．柱
・桁行方向に2間間隔で通し柱を立てる。

２．2階床組み
・梁間方向は6m材、桁行き方向は4m材が使用できる。

３．小屋組み
・梁間方向は6m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を継いで使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から15cm程度離れた位置に
設ける。
・支点となる柱から1間以上持ち出したところには継
ぎ手を設けない。

４．平面モジュール
・規格寸法の4m、5m、6m材で関東間、四国間、メー
トルモジュールに対応可能。
但し、小屋梁を渡りアゴとした場合、四国間とメー
トルモジュールでは規格外寸法が必要になる。

《3間フレームの考え
方》
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１．柱
・中心部桁行き方向に通し柱（6寸角）を2間間隔に立てる。
・外周部に通し柱を2間間隔に立てる。

２．2階床組み
・梁間、桁行き方向とも、4m材が使用できる。

３．小屋組み
・梁間方向は4m、5m材が使用できる。
・桁行き方向は4m、5m、6m材を継いで使用する。
・継ぎ手は支点となる柱から15cm程度離れた位置
に設ける。

・支点となる柱から1間以上持ち出したところに
は継ぎ手を設けない。

４．平面モジュール
・規格寸法の4m、5m、6m材で関東間、四国間、

メートルジュールに対応可能。

《4間フレームの考え方》
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